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・プラスチック類は集積場所において週１回塵芥車で収集

・可燃ごみ収集日を週３回から週２回への変更を前提に可燃ごみ及び
プラスチック類の収集日を設定

『プラスチック類の分別収集及び再商品化に係る方針（令和７年２月）』

プラスチック類の分別収集開始に伴う

可燃ごみの収集回数変更を検討



１．可燃ごみ収集日を週３回から週２回へ変更する理由

①-1可燃ごみが減量している
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①-2プラスチック類の分別収集開始で可燃ごみが減量予想

※数値は八千代市一般廃棄物処理計画（令和７年３月）の目標値
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家庭系可燃ごみ及びプラスチック類の量予想

家庭系可燃ごみ市民１人１日あたり（ｇ） プラスチック類市民１人1日あたり（ｇ）

・可燃ごみは令和６年度比で10％～15％減量予想
・プラスチック類は年々増加予想



②可燃ごみ減量効果等

・ごみの減量及び分別への意識の向上

可燃ごみの減量で・・・・

焼却時に発生する二酸化炭素が減る

焼却灰の減量により最終処分場が延命化する

分別への意識の向上で・・・・

資源化の推進により循環型社会形成に寄与する

などの効果が期待できる



③収集体制の持続等
・可燃ごみの減量に合わせた収集体制の最適化
・人口減少予測・少子高齢化・働き手確保等を見据え，安定的な収集体制を確保

※数値は八千代市人口ビジョン（令和５年３月） 各年３月３１日現在
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④収集コストの抑制

・可燃ごみの収集回数の減により収集コストの抑制が期待できる

≪可燃ごみ及びプラスチック類の収集台数≫
現行 ： 各地区 可燃ごみ週３回×２２台 ＝ 週６６台
想定 ： 各地区 可燃ごみ週２回×２２台 + プラスチック類週１回１５台 ＝ 週５９台（※１）

（※１）プラスチック類の収集量を2,211ｔとした場合の想定台数

≪年間収集台数≫
可 燃 ご み ： 6,688台⇒4,466台（△2,222台）

プラスチック類 ： 0台⇒1,515台

（※２）令和７年度収集日で算出。祝日収集の実施状況により想定台数に変動あり
可燃ごみ収集回数の減により１台当たりの収集量の増加が見込まれるため，今後，適正な台数や経費等の精査が必要

⇒ 現行より年間約700台の減車想定（※２）



⑤全国や県内の状況

・全国の自治体の約９割が可燃ごみ週２回以下

→週２回（84.5％）＆週１回（5.5％）

・県内の自治体では約６割が可燃ごみ週２回以下
→週２回（57.4％）＆週１回（1.9％）
→週３回（38.8％）＆週４回以上（1.9％）



⑥アンケート結果（参考）

実施日：令和６年11月9日・10日
実施場所：八千代どーんと祭り会場
有効回答者数：390人（未回答・無効６人）

【設問】
現在，八千代市では可燃ごみとして排出されているプラスチック類の分別収集を検討しております。分
別収集により，可燃ごみの減量を図ることができるため，収集コストや二酸化炭素発生量の抑制が期
待できます。可燃ごみの収集回数を週３回→週2回に減らし，プラスチック類の分別収集を週１回新た
に行うとした場合，どう思いますか。

（１） 収集コストを抑制する等のため，可燃ごみの収集回数は週2回となっても良い 144人
（36.9%）

（２） 可燃ごみの収集回数が週２回となるのは今より不便かもしれないが仕方がない 102人
（26.2％）

（３） プラスチック類の分別収集を行うのは良いが，可燃ごみの収集回収は週３回の
ままが良い

144人
（36.9％）



実施日：令和５年10月21日・22日
実施場所：八千代どーんと祭り会場
有効回答者数：573人（未回答・無効87人）

【設問】
現在，八千代市ではプラスチック類の分別収集を検討しております。可燃ごみの収集回数を週３回→週
2回に変更し，可燃ごみの収集を減らした曜日にプラスチック類の分別収集を週１回新たに行うとした
場合，どう思いますか。

（１） 可燃ごみの収集回数は週２回となっても良いので，早く開始した方が良い 200人
（34.9%）

（２） 可燃ごみの収集回数が週２回となるのは困るが，いずれ開始した方が良い 197人
（34.4％）

（3） プラスチック類の分別収集はせずに，今のままが良い（可燃ごみ週3回） 176人
（30.7％）

⑥アンケート結果（参考）



⑦「プラスチック類の分別収集及び再商品化に係る方針案」
に対するパブリックコメント（参考）

実施日：令和６年11月２０日～１２月２０日
ご意見：４人８件（うち可燃ごみの収集回数については２人2件）

（１）プラスチック類の分別収集について，燃えるごみの収集日が
週２日に減ってしまう点に懸念があります

（２）収集頻度について，可燃ごみを週2回にして，プラスチックご
みを週１回にする案も賛成します。ただし12月31日～１月３日
以外の祝祭日のすべてのごみ収集は行ってください



２．収集日の変更案

①清掃センターの可燃ごみ搬入状況整理

②収集変更に対する影響考慮

Ａ）市民の影響
・収集日変更の影響，週末のごみ量等を考慮

Ｂ）収集作業の影響
・収集コース変更の影響，円滑な搬入等を考慮

Ｃ）清掃センターの影響
・搬入及びピット残量状況等を考慮

収
集
日
の
変
更
案
を
検
討



コース 該　　当　　地　　域 可燃ごみ プラスチック類
不燃ごみ
有害ごみ

びん類
缶・金属類
PET

紙類
布類

大和田（成田街道南側）、
村上（３２００・３３００・３５００番台の成田街道南側）、
萱田町（成田街道南側）、
大和田新田（県道幕張八千代線東側）、
高津（県道幕張八千代線東側）

2 八千代台北 第２・４火
3 八千代台西、八千代台南 第１・３火
4 八千代台東 第２・４火
5 上高野 第１・３水
6 村上団地、村上（８８１～８８５番地） 第２・４水

村上（８８１～８８５番地を除く新川東側）、下市場、
村上南、勝田台北

8 神野、保品、下高野、米本、米本団地、堀の内 第２・４水
村上（成田街道北側で新川西側）、
萱田町・萱田・大和田（成田街道北側から東葉高速線南側）、

大和田新田（３００・４００・５００・７００番台の
成田街道北側から東葉高速線南側）、
大和田新田（４７７・５０７・５１０・５１１番の東葉高速
線北側）、ゆりのき台１・２丁目
高津（県道幕張八千代線西側）、高津東、
大和田新田（１００、２００番台の成田街道南側
で県道幕張八千代線西側）

11 高津団地、大和田新田（１～９９番地の成田街道南側） 第１・３木
大和田新田（９００・１０００・１１００番台
の成田街道北側から東葉高速線南側）、
緑が丘２～４丁目、緑が丘西（東葉高速線南側）

13 勝田台 第１・３金
勝田台南、勝田、麦丸、
ゆりのき台３～８丁目、
萱田町（５００番台を除く東葉高速線北側）、
萱田（東葉高速線北側）
萱田町（５００番台の東葉高速線北側）、
大和田新田（４７７・５０７・５１０・５１１番を除く東葉
高速線北側）、吉橋、尾崎、
緑が丘１・５丁目、緑が丘西（東葉高速線北側）
真木野、小池、佐山、平戸、神久保
島田台、島田、桑橋、桑納、大学町
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プラスチック類の分別収集や収集日の変更に係る市民周知等案（抜粋）

令和８年度：廃棄物減量等推進委員と意見交換会

：審議会での審議。諮問・答申

：可燃ごみ及びプラスチック類の収集日等決定

令和９年度：廃棄物減量等推進員への説明

：市広報紙，市ホームページ，自治会回覧等で概要周知

：住民説明会開始

令和１０年度：市広報紙，市ホームページ，自治会回覧等で詳細周知

：ごみ分別方法や収集日等の変更案内の全戸配布

：集積場所看板の変更

令和１０年１０月（予定）：収集日変更

３．市民周知等



４．可燃ごみの収集回数の変更に伴う対策案

①祝日・年末年始の収集（課題等：収集体制の確保等）

②高齢者等の戸別収集（課題等：ニーズ把握及び継続的な収集体制確保等）

③生ごみたい肥化容器等補助金の拡大（課題：財源の確保等）

④清掃センターの土曜日搬入の拡充（課題等：受入体制の確保等） など

今後，ニーズ・実施体制・経費等を精査し，
具体的な検討を行ってまいります


